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当社ウェブサイト
https://jig.jp/ir

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
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証券コード 5244
2025年６月６日

（電子提供措置の開始日 2025年６月３日）
株 主 各 位

福井県鯖江市横越町第10号34番地１
株式会社jig.jp

代表取締役社長CEO 川 股 将
第22回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
当社第22回定時株主総会を下記のとおり開催いたします。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第22回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

また、上記のほか、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスのう
え、「銘柄名（会社名）」に「ｊｉｇ．ｊｐ」（全角）または、証券「コード」に「5244」（半角）
を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択して、ご確認いただけます。

なお、当日ご出席願えない場合は、インターネット又は書面によって議決権を行使することが
できますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、
2025年６月24日（火曜日）午後７時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげ
ます。
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［インターネットによる議決権行使の場合］
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、

同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のう
え、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。
インターネットによる議決権行使に際しましては、４頁の「インターネットによる議決権行使

のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。
［書面による議決権行使の場合］
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着する

ようご返送ください。
敬 具

記
１. 日 時 2025年６月25日（水曜日） 午後２時（受付開始 午後１時30分）
２. 場 所 東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号

ＣＯＲＥＤＯ室町１（コレド室町１）
日本橋三井ホール 受付：４階

３. 目 的 事 項
◆報告事項 １．第22期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告の内容、

連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監
査結果報告の件

２．第22期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類の内容報
告の件

◆決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。

◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせて
いただきます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま
す。
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議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
なお、株主ではない代理人及び同伴の方等、議決権を行使できる株主以外
の方はご入場いただくことができませんので、ご注意ください。

株主総会にご出席される場合

書面郵送またはインターネットで議決権を行使される場合

次頁の「インターネットによる議決権行使について」をご参照の上、賛否
をご入力ください。

行使期限

行使期限

株主総会開催日時 2025年6月25日（水曜日）午後2時00分

2025年6月24日（火曜日）午後7時00分到着分まで

2025年6月24日（火曜日）午後7時00分まで

インターネット

書面郵送

株主総会ご出席

議決権行使についてのご案内

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、ご返送ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表
示をされたものとして取り扱わせていただきます。
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インターネットによる議決権行使は､パソコン、スマートフォン等から当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）
にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です｡

スマートフォンの場合
QRコードを読み取る方法

インターネットによる議決権行使について

ログインID・仮パスワードを入力する方法

ご注意事項
システム等に関するお問い合わせ（ヘルプデスク）
三菱UFJ信託銀行㈱ 証券代行部  

0120-173-027 （通話料無料） 
受付時間：午前9時から午後9時まで

●❶議決権行使サイトにアクセスする

「次の画面へ」をクリック

●❷

「ログイン」をクリック

議決権行使書副票（右側）

「ログイン用QR
　コード」はこちら

議決権行使サイトのご利用方法

お手元の議決権行使書用紙の右下に記載され
た「ログインID」及び「仮パスワード」を入力

スマートフォンでの議決権行使は、「ログインID」「仮パスワー
ド」の入力が不要になりました。同封の議決権行使書副票
（右側）に記載された「ログイン用QRコード」を読み取りいた
だくことで、ログインいただけます。

● インターネットによる議決権行使は、株主総会前日（2025年６月24日（火曜
日））の午後7時00分まで受付いたします。

● 郵送とインターネットにより、二重に議決権行使をされた場合は、インター
ネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

● インターネットにより、複数回数にわたり議決権行使をされた場合は、最終に
行われた議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

●❸ 以降画面の案内に沿って賛否をご入力ください。
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株主総会参考書類

議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

当社は、将来の事業展開に備えた内部留保を確保しつつも、株主の皆様へ安定的かつ継続的
な配当の実施を通じた利益還元の姿勢をより明確化することにより、ファンとなる株主の獲
得、並びに株主基盤の強化を図ることが当社企業価値の更なる向上において重要であると考え
ております。
その中、当社は、従来の「配当性向10％程度」の方針を変更し、2025年３月期以降は「総

還元性向30％以上」を目標とする新たな株主還元方針を掲げております。
当期の期末配当につきましては、上記の方針に基づき、以下のとおりとさせていただきたく

存じます。

期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金2円59銭
総額 107,921,156円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年６月26日
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第２号議案 定款一部変更の件

１．定款変更の理由

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和３年法律第70号）の施行に伴い、
上場会社においては、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会
（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が可能となりました。当社といたしましては、
改正法の趣旨、社会全体のデジタル化の進展等を踏まえ、大規模災害発生時等の開催リスクの
低減も念頭に、臨機応変な対応ができるよう株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆様
の利益に資するものと考え、定款第12条第２項を新設するものであります。
なお、当社は本定款一部変更に必要となる産業競争力強化法（平成25年法律第98号）第66

条第１項に基づく経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。

２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更箇所を示します。）

現行定款 変更案
第３章 株主総会 第３章 株主総会

（招集）
第12条 定時株主総会は、毎事業年度終了後３か月
以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招
集する。

（招集）
第12条 定時株主総会は、毎事業年度終了後３か月
以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招
集する。

（新 設） ２．当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会
とすることができる。

以 上

2025年05月22日 23時20分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 7 ―

事 業 報 告
（2024年４月１日から）2025年３月31日まで

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過および成果
① 全般的概況

当連結会計年度における我が国経済は、所得・雇用環境が改善する中で、各種政策の効
果もあって、緩やかな回復基調となりました。一方で、米国の政策動向の不確実性、金融
資本市場の変動、資源価格の高騰、継続的な物価上昇による消費者マインドの下振れリス
ク等により、依然として先行き不透明な状況が続いております。
そのような状況の中、当社グループが主に事業展開を行うスマートフォン関連市場にお

いては、2025年４月の内閣府『令和７年３月実施調査結果：消費動向調査』の報告によ
りますと、2025年３月末の国内スマートフォン世帯普及率は92.2％と継続して高い水準
に位置しております。
また、日本におけるライブ配信市場は、新規利用者の増加や既存利用者による複数サー

ビス併用による利用機会増加を受けて市場規模の成長が継続する中、新たに参入する企業
や競合各社における積極的な広告宣伝販促活動、配信ユーザーの囲い込み等が継続し、競
争は引き続き激化しております。
このような事業環境のもと、当社グループにおきましては、ライブ配信事業の「ふわっ

ち」が前期に引き続き、新たなアイテムや機能の提供等を通じてユーザーへの利便性や満
足度を高めつつ、ユーザーエンゲージメントを高めることを企図したサービス内での新た
なイベントの開催等を通じてユーザーを飽きさせない施策を定期的に実施しました。加え
て、獲得効率を意識した効果的なデジタル広告の展開やテレビCMを含むマスメディアで
の広告を投下することで、ユーザーの拡大を図りました。
以上の結果、当社グループ連結決算では、売上高は13,796百万円（前年同期比12.6％

増加）、営業利益は2,012百万円（前年同期比11.5％増加）、経常利益は1,858百万円（前
年同期比1.9％増加）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,077百万円（前年同期比11.3
％減少）となりました。
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② サービス別概況
サービス別の売上高の状況は次のとおりです。

（単位：千円）

サービス別内訳

売 上 高
第20期 第21期 第22期（当連結会計年度）

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比
動画サービス 10,468,195 99.67％ 12,203,288 99.64％ 13,661,393 99.02％
jigブラウザ 26,303 0.25％ 15,183 0.13％ 10,844 0.08％
広告サービス 1,528 0.01％ 334 0.00％ 72,116 0.52％
VTuber - -％ 558 0.00％ 17,108 0.13％
その他 7,707 0.07％ 27,684 0.23％ 34,816 0.25％

合 計 10,503,735 100.00％ 12,247,048 100.00％ 13,796,280 100.00％

ⅰ．ふわっち
スマートフォン、PC向けライブ動画配信サービスです。
ライブ動画配信の中で、配信者を応援する為のアイテムへの課金等の収入を見込んで

います。

ⅱ．jigブラウザ
「jigブラウザ」は、フィーチャーフォンでPCサイトを閲覧するためのフルブラウザで
す。「jigブラウザ」は、主に各携帯キャリア経由でユーザーへのライセンス販売を行っ
ております。
当連結会計年度におきましても、引き続き、幅広いユーザー層にわたりスマートフォ

ンへの移行が加速する中で、地道な製品メンテナンスなどを継続してまいりました。
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（2）対処すべき課題
① ユーザー獲得の強化

当社グループが持続的に成長するためには、当社グループおよび当社グループのサービ
スの知名度を向上させ新規ユーザーを継続的に獲得し、ユーザー数を拡大していくことが
必要不可欠であると認識しております。そのためには、効果的な広告宣伝活動等により当
社グループおよび当社グループのサービスの知名度を向上させるよう努めてまいります。

② サービスの健全性の確保
当社グループが提供するサービスは、サービス内でコミュニケーションをとることが可

能であるため、ユーザーが安心して当社グループのサービスを利用できるようにサービス
の健全性を確保する必要があります。当社グループは、サービスの健全性を確保するた
め、ユーザーに対し、利用規約やガイドラインにおいて、誹謗中傷行為や、出会いを目的
とする行為、他人の権利侵害に該当する行為、公序良俗に反する行為等の社会的問題へと
発展する可能性のある不適切な行為や違法な行為等の禁止を明示しているほか、ユーザー
間のコミュニケーションのモニタリングを随時行い、規約やガイドラインに違反したユー
ザーに対しては、改善の要請や退会等の措置を講じ、サービス内における注意喚起を行う
などの対応を行っております。その他、当社グループは、以下のような取組を行うこと
で、健全なプラットフォームの構築に努めております。
（a）配信時のルールを定めたガイドラインおよび視聴時のルールを定めたガイドライン

を含む各種ガイドラインの設置と運用
（b）利用規約や各種ガイドラインの違反事例の例示を用いたユーザーへの啓蒙活動
（c）外部リソースも活用した人員配置による365日24時間リアルタイムでの監視体制

の構築および監視基準に基づいた配信停止措置の随時実施
（d）利用規約や各種ガイドラインへの違反が確認されたユーザーの確実な抽出と当該ユ

ーザーへの改善要請および違反内容や累積違反状況に応じた一時的な利用制限や強
制退会措置の実施

（e）毎週実施の定例会議を通じて監視体制や監視基準に関する課題の抽出と改善を推進
当社グループは、サービス等を利用する上でのマナーや注意事項等を明確に表示し、モ

ニタリング・システムの強化やサービス内パトロール等のための人員体制の増強等、シス
テム面、人員面双方において監視体制を、サービスの拡大に即して継続的に強化し、健全
性の更なる確保に努めてまいります。
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③ 組織の機動性の確保
当社グループの属するIT業界は、他の業界に比べて環境変化のスピードが速く、その変

化への迅速な対応が不可欠であります。組織の規模拡大による機動性の低下等の弊害を排
除するため、適切な人員配置、事業展開に応じた組織体制の整備により、意思決定の機動
性の確保を図ってまいります。

④ 優秀な人材確保および育成
当社グループは、今後、より一層の事業拡大のため、人材の確保および育成を重要な課

題と認識しております。当社グループの事業内容に共鳴する優秀な人材を確保し、持続的
な成長を支える人材を育成すべく採用活動を強化してまいります。

⑤ 内部管理体制の強化
当社グループは今後も更なる業容拡大を図るため、当社の成長段階に沿った内部管理体

制の強化が必要と認識しております。そこで当社は内部統制に基づき業務プロセスの整備
を行い、業務を有効的かつ効率的に行ってまいります。また、内部管理体制を充実するた
めに、コンプライアンス・リスク管理委員会で適時にリスク管理を行い、研修や社内勉強
会等を開催し内部統制およびコンプライアンスの強化に努めてまいります。
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（3）財産及び損益の状況
①企業集団の財産及び損益の状況の推移

（単位：千円）

区 分
第19期

2021年４月１日から
2022年３月31日まで

第20期
2022年４月１日から
2023年３月31日まで

第21期
2023年４月１日から
2024年３月31日まで

第22期
（当連結会計年度）
2024年４月１日から
2025年３月31日まで

売 上 高 8,984,223 10,503,735 12,247,048 13,796,280

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （△） △253,709 986,392 1,823,893 1,858,593

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 又 は
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （△）

△215,071 978,530 1,214,939 1,077,496

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） △5円35銭 23円29銭 28円88銭 25円69銭

総 資 産 2,633,767 4,252,685 5,715,187 6,754,946

純 資 産 1,138,118 2,136,028 3,254,664 4,095,757

注１．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、期中平均株式数に基づき算出しております。
注２．2021年８月25日付取締役会決議により、2021年８月、９月に第三者割当により普通株式2,739株を発

行いたしました。
注３．2021年８月25日付取締役会決議により、2021年９月に自己株式135株を処分いたしました。
注４．当社は2022年６月23日付で普通株式１株につき1,500株の割合で株式分割を行っておりますが、第19期

の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）を
算定しております。

注５．第22期（当連結会計年度）の状況につきましては、１.(1)「事業の経過および成果」に記載のとおりであ
ります。
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②当社の財産及び損益の状況の推移
（単位：千円）

区 分
第19期

2021年４月１日から
2022年３月31日まで

第20期
2022年４月１日から
2023年３月31日まで

第21期
2023年４月１日から
2024年３月31日まで

第22期
（当連結会計年度）

2024年４月１日から
2025年３月31日まで

売 上 高 782,678 866,511 977,618 1,095,473

経 常 利 益 440,393 501,887 550,638 142,295

当 期 純 利 益 398,646 455,051 379,819 52,484

１株当たり当期純利益 9円91銭 10円83銭 9円03銭 1円25銭

総 資 産 2,349,951 3,017,396 3,345,213 3,127,820

純 資 産 1,979,126 2,453,558 2,737,074 2,553,156

注１．１株当たり当期純利益は、期中平均株式数に基づき算出しております。
注２．2021年８月25日付取締役会決議により、2021年８月、９月に第三者割当により普通株式2,739株を発

行いたしました。
注３．2021年８月25日付取締役会決議により、2021年９月に自己株式135株を処分いたしました。
注４．当社は2022年６月23日付で普通株式１株につき1,500株の割合で株式分割を行っておりますが、第19期

の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益を算定しております。

（4）企業集団の主要な事業セグメント（2025年３月31日現在）
① ふわっち
② jigブラウザ

（5）企業集団の主要拠点等（2025年３月31日現在）
本 店 福井県鯖江市横越町第10号34番地１
東京本社 東京都渋谷区桜丘町１番１号

（6）使用人の状況（2025年３月31日現在）
企業集団の使用人の状況
従 業 員 数 前連結会計年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

102名［4名］ 32名 34.1歳 6.1年
注．従業員数の［外書］は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
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（7）重要な子会社の状況（2025年３月31日現在）
会 社 名 資本金 出資比率 主要な事業内容

株式会社A Inc. 10 百万円 100％ スマートフォン・PC向け動画配信サービス

株式会社B Inc. 1 百万円 100％ 地方自治体向けオープンデータプラットフォームの運営、
IchigoJamのライセンス管理・運用

株式会社C Inc. 40 百万円 100％ 飲食店予約代行サービス「ペコッター」の開発・運営

注．株式会社C Inc.は、2024年12月１日付の株式取得により、連結子会社としております。

（8）設備投資の状況
当連結会計年度における当社グループの主な設備投資の総額は、138,138千円であり、

その主なものは、当連結会計年度に取得した東京本社の移転及びPC等であります。

（9）資金調達の状況
該当事項はありません。

（10）主要な借入先及び借入額の状況（2025年３月31日現在）
借 入 先 借入残高

株式会社福井銀行 287,240千円

（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項
（東京本社の移転）

当社は、2024年10月４日付をもって、東京本社を東京都渋谷区桜丘町１番１号に移転い
たしました。

（株式会社アンビリアルの株式取得による連結子会社化）
当社は、2025年３月19日開催の取締役会において、株式会社アンビリアルの株式を取得

することを決議しました。
当該株式取得に伴い、2026年3月期より、株式会社アンビリアルは当社の連結子会社と

なります。
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２．株式会社の株式に関する事項（2025年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 160,000,000株
（2）発行済株式の総数 42,568,400株（自己株式900,000株を含む。）
（3）株主数 6,159名
（4）大株主の状況

株 主 名 持 株 数 持株比率

福野 泰介 10,429,200株 25.02％

赤浦 徹 5,412,000株 12.98％

岸 周平 4,749,300株 11.39％

株式会社SBI証券 1,907,200株 4.57％

佐々木 嶺一 1,600,800株 3.84％

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC） 1,221,138株 2.93％

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 700,000株 1.67％

木下 圭一郎 661,700株 1.58％

jig.jp従業員持株会 463,500株 1.11％

UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT 407,900株 0.97％

（注）当社は、自己株式900,000株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は
自己株式を控除して計算しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当社は、取締役（社外取締役を除く。）に対し、株主の皆様と株価変動のメリットとリス

クを共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とし
て、2024年６月25日開催の第21回定時株主総会の決議に基づき、当社普通株式を用いた
譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
これを受け、2024年７月17日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株

の発行を行うことを決議し、普通株式514,400株を発行しております。
なお、当事業年度中に当社取締役に交付した株式報酬の交付状況は、次のとおりです。

区分 株式数 交付対象者数
取 締 役
（社外取締役を除く） 71,000株 ２名
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（6）その他株式に関する重要な事項
① 2024年８月９日付の譲渡制限付株式報酬としての新株発行により、発行済株式の総数が
514,400株増加しております。

② 自己株式の取得
会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づ

く、2024年８月14日開催の取締役会決議により、2024年８月15日から12月24日の
間、市場取引により、900,000株の自己株式を総額257,872,100円で取得しました。

３．会社の新株予約権等に関する事項
（1）当事業年度の末日に当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権

等の状況
該当事項はありません。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に対して交付された新株予約権等の状
況
該当事項はありません。

（3）その他新株予約権に関する重要な事項
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
（1）取締役および監査役の氏名等

（2025年３月31日現在）
地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況等

代表取締役社長CEO 川 股 将
株式会社A Inc. 代表取締役
株式会社B Inc. 取締役
株式会社C Inc. 取締役

取 締 役 CFO 田 中 雄一郎
株式会社A Inc. 取締役
株式会社B Inc. 取締役
株式会社C Inc. 取締役

取 締 役 福 野 泰 介 株式会社B Inc. 取締役
公益財団法人 IchigoJam財団 代表理事

取 締 役 岸 周 平 株式会社A Inc. 取締役

取 締 役 赤 浦 徹

インキュベイトキャピタル株式会社 代表取締役
株式会社エスプール 取締役
Sansan株式会社 取締役（監査等委員）
株式会社ダブルスタンダード 取締役
株式会社ispace 取締役

取 締 役 菅 沼 匠
リンクパートナーズ法律事務所 代表パートナー
株式会社ダブルエー 取締役（監査等委員）
株式会社Arent 監査役

取 締 役 矢 島 里 佳 株式会社和える 代表取締役

常 勤 監 査 役 葛 西 倫 子
葛西倫子税理士事務所 所長
株式会社A Inc. 監査役
株式会社B Inc. 監査役
株式会社C Inc. 監査役

監 査 役 豊 島 絵
税理士法人TM総合会計事務所 所長
株式会社TMS 代表取締役
アルテック株式会社 監査役

監 査 役 上 杉 昌 隆

桜田通り総合法律事務所 共同経営者
株式会社セレス 取締役（監査等委員）
株式会社Aiming 監査役
株式会社フルキャストホールディングス 取締役（監査等委員）
デジタルアーツ株式会社 取締役（監査等委員）
株式会社コマースOneホールディングス 監査役

監 査 役 上 松 恵理子 ウエフル株式会社 代表取締役
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注１．取締役の赤浦徹氏、菅沼匠氏および矢島里佳氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
注２．監査役の葛西倫子氏、豊島絵氏、上杉昌隆氏および上松恵理子氏は、会社法第２条第16号に定める社外監

査役であります。
注３．2024年６月25日開催の第21回定時株主総会において、川股将氏、田中雄一郎氏および矢島里佳氏が取締

役に、また上松恵理子氏が監査役に、それぞれ新たに選任され就任いたしました。
注４．占部哲之氏、大谷涼氏、大庭淳一氏および渡邉安弘氏は、2024年６月25日開催の第21回定時株主総会終

結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。
注５．松岡祥治郎氏は、2024年６月25日をもって監査役を辞任いたしました。
注６．当社は、取締役菅沼匠氏、矢島里佳氏、監査役葛西倫子氏、豊島絵氏、上杉昌隆氏および上松恵理子氏を

株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
注７．監査役の豊島絵氏は、公認会計士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
注８．株式会社A Inc.、株式会社B Inc.および株式会社C Inc.は、当社の完全子会社であります。
注９．公益財団法人 IchigoJam財団、インキュベイトキャピタル株式会社、株式会社エスプール、Sansan株式

会社、株式会社ダブルスタンダード、株式会社ispace、リンクパートナーズ法律事務所、株式会社ダブル
エー、株式会社Arent、株式会社和える、葛西倫子税理士事務所、税理士法人TM総合会計事務所、株式会
社TMS、アルテック株式会社、桜田通り総合法律事務所、株式会社セレス、株式会社Aiming、株式会社
フルキャストホールディングス、デジタルアーツ株式会社、株式会社コマースOneホールディングスおよ
びウエフル株式会社と当社との間に重要な取引等の特別な関係はありません。

（2）当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2024年６月25日開催の取締役会において、取締役の報酬等に係る決定方針を
決議しており、その決議の内容は以下のとおりであります。
１．基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機
能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正
な水準とすることを基本方針とする。

２．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える
時期または条件の決定に関する方針を含む。）
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて当社の

業績、従業員給与の水準等をも考慮しながら、当社が定める取締役報酬のレンジを
参考に総合的に勘案して決定する。

３．業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を
与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
業績連動報酬等については支給しない。
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４．非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与
える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
非金銭報酬等については、取締役（社外取締役を除く）に対して中長期的な企業

価値向上に向けたインセンティブ付与を目的として、毎年一定の時期に、株主総会
において基本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において、譲渡制限付株
式等を交付する。個別の取締役に交付する譲渡制限付株式等の付与数は、個別の取
締役の役位、職責、株価およびその他業績等も総合的に考慮して決定する。

５．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額における取締役個人別
の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役（社外取締役を除く）の報酬は、上記の２〜４の各方針に基づき決定され

たものを支給する方針とし、業績連動報酬等は支給せず、金銭報酬および非金銭報
酬等のみを支給する方針である。

６．取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬の決定については、年度業績の確定後に第７項に定める取締役報酬決定

会議にて討議され、取締役会にて決議する方針であり、決議された内容に基づき固
定報酬は各月に支払うこととする。譲渡制限付株式報酬の各取締役への具体的な支
給時期等については、取締役会において決定する方針である。

７．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき、取締役福野泰介、取締役

岸周平、社外取締役赤浦徹の３名がその具体的内容について委任をうけるものと
し、その権限の内容は、株主総会で決議された年間報酬総額の限度額内において、
職務、職責、職位、成果、業績、貢献度等を総合的に勘案して、各取締役の具体的
な報酬額を決定することである。また、当該権限が適切に行使されるよう、独立社
外取締役１名以上が協議に加わり妥当性を確認する。なお、各取締役の具体的な報
酬額を決定する会議を「取締役報酬決定会議」と呼称する。
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② 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2022年６月22日開催の第19回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額

300百万円以内（うち社外取締役の報酬限度額は年額30百万円以内）、監査役の報酬限
度額は年額30百万円以内と決議されております。当該株主総会決議時点での取締役の
員数は８名（うち社外取締役の員数は３名）、監査役の員数は３名であります。また、
上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、2024年６月25日開催の第21回定時株主
総会において、取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等と
して支給する金銭報酬債権の総額を年額200百万円以内と決議されております。当該株
主総会決議時点での取締役の員数は7名（うち社外取締役の員数は3名）であります。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の報酬等は、上記株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会から

委任された取締役福野泰介、取締役岸周平、社外取締役赤浦徹の３名が、職務、職責、
職位、成果、業績、貢献度等を総合的に勘案し、取締役の個別の報酬額を決定しており
ます。委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰して各取締役の役割や貢献度に応じて評
価を行うには、創業時からの株主である当該３名の取締役が適していると判断したため
であります。なお、委任された内容の決定に当たって、取締役の個別の報酬額を決定す
る会議には、当該権限の適切な行使を担保するための措置として独立社外取締役である
菅沼匠が協議に加わり妥当性を確認することを取締役会で決定しており、報酬額の決定
に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保するとともに、当該３名の取締役はそ
の協議の結果を踏まえて決定を行っていることから、取締役会としては、個別の報酬等
の内容は上記決定方針に沿うものであると判断しております。
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④ 取締役および監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（うち社外取締役）

90,319
（12,200）

66,960
（12,200） ― 23,359 11名

（4名）
監査役
（うち社外監査役）

17,500
（17,500）

17,500
（17,500） ― ― 5名

（5名）
合計
（うち社外）

107,819
（29,700）

84,460
（29,700） ― 23,359 16名

（9名）
注．上記の取締役及び監査役の支給人員には、2024年6月25日開催の第21回定時株主総会の終結の時をもって

退任した取締役4名および辞任した監査役1名を含んでおります。

⑤ 業績連動報酬等に関する事項
該当事項はありません。

⑥ 非金銭報酬等の内容に関する事項
取締役が株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、株価上昇および企業価値

向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2024年６月25日開催の第21
回定時株主総会の決議に基づき、株式報酬制度を導入しており、毎年1回、取締役会決議
を経て、対象者に対し普通株式を用いた譲渡制限付株式の割当てを行います。当該株式報
酬の内容は、普通株式を用いた譲渡制限付株式の交付とし、譲渡制限付株式の譲渡制限期
間は譲渡制限付株式の交付日から最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続し
て、当社の取締役会が予め定めるいずれの地位からも退任又は退職する日までを原則して
おります。また、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬は年額200百万
円以内、各事業年度において対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数は
200,000株を上限としております。なお、その交付状況は、２．（5）「当事業年度中に職
務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況」に記載のとおりであります。
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（3）社外役員に関する事項
① 社外役員の重要な兼職先と当社の関係

４（1）「取締役および監査役の氏名等」の注８および９に記載のとおりであります。
② 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 赤 浦 徹 当事業年度開催の取締役会15回のうち14回に出席しております。当社の業務
執行者から独立した立場で議案の審議に必要な発言を行っております。

取 締 役 菅 沼 匠 当事業年度開催の取締役会の全てに出席し、主に弁護士・公認会計士としての
専門的見地から豊富な経験に基づく適切な発言を行っております。

取 締 役 矢 島 里 佳 2024年６月25日就任以降、当事業年度開催の取締役会の全てに出席し、主に
企業経営者としての専門的見地から適切な発言を行っております。

監 査 役 葛 西 倫 子
当事業年度開催の取締役会および監査役会の全てに出席し、主に税理士及び社
会保険労務士としての専門的見地から豊富な経験に基づく適切な発言を行って
おります。

監 査 役 豊 島 絵 当事業年度開催の取締役会および監査役会の全てに出席し、主に公認会計士と
しての専門的見地から豊富な経験に基づく適切な発言を行っております。

監 査 役 上 杉 昌 隆 当事業年度開催の取締役会および監査役会の全てに出席し、主に弁護士として
の専門的見地から豊富な経験に基づく適切な発言を行っております。

監 査 役 上 松 恵理子 2024年６月25日就任以降、当事業年度開催の取締役会および監査役会の全て
に出席し、主に教育家としての専門的見地から適切な発言を行っております。

注．上記当事業年度開催の取締役会のほか、会社法第370条および当社定款の規定に基づき、取締役会決議があ
ったものとみなす書面決議を３回行っております。
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（4）責任限定契約の内容の概要
当社は、2015年６月24日開催の第12回定時株主総会において定款を変更し、取締役

（業務執行取締役等を除く）および監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。
当該定款に基づき当社が取締役福野泰介氏、取締役岸周平氏、取締役赤浦徹氏、取締役菅沼
匠氏、取締役矢島里佳氏、監査役葛西倫子氏、監査役豊島絵氏、監査役上杉昌隆氏および監
査役上松恵理子氏と締結した責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金１百万円又
は法令が定める額のいずれか高い額としております。

（5）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結しています。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の役員、執行役
員、管理職従業員であり、当該保険契約に係る保険料は当社が全額負担しており、被保険者
の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し
責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害
を当該保険契約により填補することとされています。ただし、被保険者が法令に違反するこ
とを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があり
ます。
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５．会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
区 分 報酬等の額

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 20,212千円
当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 20,212千円
注１．会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由

監査役会は、取締役および会計監査人から必要な資料を入手し、過去の監査実績、当事業年度における会
計監査人の活動計画および報酬見積りの内容などを検討した結果、会計監査人の報酬等の額について、会
社法第399条第１項の同意をしております。

注２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査
報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、公認会計士法第２条第１項の業務に係る報
酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合に、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認

められる場合には、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監
査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任
した旨と解任の理由を報告いたします。

2025年05月22日 23時20分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 24 ―

（5）会計監査人が受けた過去２年間の業務の停止の処分に関する事項
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の概要
① 処分対象
太陽有限責任監査法人

② 処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月（2024年1月1日から同年3月31日まで。
ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場
したことに伴う契約の新規の締結を除く。）

・業務改善命令（業務管理体制の改善）
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部（監
査業務に係る審査）に関与することの禁止３ヶ月（2024年１月１日から同年３月31日
まで）

③ 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、 相当

の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
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６．業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、その他会社の

業務の適正を確保するための体制として、2017年６月７日開催の取締役会において決議
（2019年４月１日改定）した基本方針は次のとおりです。

内部統制システムに関する基本方針

当社の内部統制システムに関する基本方針を次のとおりとする。当社は、この基本方針に基
づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この
基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内
部統制システムの整備・運用に努める。

（1）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役および使用人を含めた行動規範として「行動基準」を定め、その周知徹底

を図るとともに、取締役および使用人は、自らが主体的に法令、定款、社会的規範等を遵守
し業務の遂行に当たります。
取締役は、これらを率先垂範し、その遵守の重要性につき繰り返し対話を行い、その周知

徹底をはかるとともに、重大な法令違反その他法令および社内規程の違反に関する重要な事
実を発見した場合には、直ちに常勤監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会および監
査役会において報告する。
内部監査担当者は、コンプライアンスの実施状況を内部監査し、各部門における法令、定

款および社内規程の遵守状況の監査、問題点の指摘および改善策の提案等を行う。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、「取締役会規程」「経営会議規程」「職務決裁基準規程」等に基づき、取締役の業

務執行に係る事項を、取締役会または稟議手続をもって、その重要性の度合に応じて決議ま
たは決裁し、記録を残す。また、必要に応じて保存および管理状況の検証、規程等の見直し
を行う。
情報セキュリティについては、「情報セキュリティ管理規程」および「秘密情報管理規程」

に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上
のための施策を継続的に実施する。企業秘密については、「内部者取引管理規程」に基づき、
秘密性の程度に応じて定める管理基準に従い適切に管理する。個人情報については、法令お
よび「個人情報管理規程」に基づき、厳重に管理する。
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（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「リスク管理規程」に基づき、当社として一貫した方針の下に、効果的かつ総合

的にリスク管理を実施する。
事業活動に伴う各種のリスクについては、事業部門が、その担当事業に関するリスクの把

握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針および対策を決
定し、適切にリスク管理を実施する。
経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、

経営会議において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会および監査役
会において報告する。
事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の危機に対しては、

しかるべき予防措置をとる。また、緊急時の対策等を基本的指針に定め、危機発生時には、
これに基づき対応する。
内部監査担当者は、リスク管理体制およびリスク管理の実施状況について監査を行い、監

査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、すみやかにその対策を講ずる。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を毎月１回開催し、取締役会規程により定めている事項およびそ

の付議基準に該当する事項は、すべて取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定
を行う。また、取締役会で定期的に各取締役から職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥
当性および効率性の監督等を行う。日常の職務執行については、職務権限および職務分掌等
の規程に基づき権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保すると
ともに、必要に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行なわ
れる体制の構築、維持、向上を図る。
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（5）当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、職務分掌および行動基準に基づいて、公正かつ効率的に経営を行う体制を確保す

る。各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を
実施し、業務の適正性の確保に努める。
子会社については、「関係会社管理規程」に従い、子会社の取締役等の職務の執行に係る

重要事項について承認を行うとともに、業績状況等について定期的に報告を受け、業務の適
正化を図る。
子会社は取締役会設置会社とし、子会社各社に取締役および監査役を派遣し、グループ全

体のリスクの抑止を図る。また、内部監査による業務監査により、子会社の業務全般にわた
る監視体制を確保する。

（6）財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、適正な会計処理を確保し、金融商品取引法が求める財務報告の信頼性を確保する

ため、内部統制の基本方針および経理業務に関する規程を定めるとともに、適正かつ有効な
内部統制システムの整備・運用を行う。
内部監査担当者は、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、財務報告に

係る内部統制について監査を行い、監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときに
は、その対策を講ずる。

（7）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る体制およびその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議

の上、監査役を補助すべき使用人を任命するものとする。
監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮・監督および人事考課

等に関する権限は監査役に移譲されるものとし、取締役の指揮命令は受けないものとして、
その独立性を確保する。

（8）監査役を補助すべき使用人に対する指示の実効性に関する事項
当社は、監査役を補助すべき使用人に対する指示の実効性を確保するため、必要な知識・

能力を備えた補助使用人を確保する。補助使用人は、内部監査担当者をはじめ執行部門の調
査権限を有するとともに必要な会議に出席できるものとする。
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（9）当社および子会社の取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役
への報告に関する体制並びに報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けない体制
を確保するための体制
取締役および使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する

報告を行う。各部門長および内部監査担当者は、その職務の内容に応じ、定期的に常勤監査
役に対する報告を行う。重要な決裁書類は、常勤監査役の閲覧に供する。
取締役および使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事象および不祥事や法

令・定款違反行為等の重大な不正行為を認知した場合のほか、取締役会および経営会議の付
議事項・決議事項・報告事項、重要な会計方針およびその変更、内部監査の結果、その他必
要な重要事項を、遅滞なく監査役に報告するものとする。
使用人からの監査役への通報については、法令等に従い通報内容を秘密として保持すると

ともに、当該通報者に対する不利益な取扱いを禁止する。

（10）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等重要会

議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役および使用
人に説明を求めることができる。
監査役は代表取締役との定期的な意見交換を行うほか、独立性と権限により、監査の実効

性を確保するとともに、管理本部および会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査成
果の達成を図る。
監査役は、職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上する。監査役

が必要な費用の請求をしたときは、その費用は会社が負担するものとし、速やかに当該費用
または債務を処理する。緊急又は臨時の費用については、職務の執行上必要でないと認めら
れた場合を除き、前払い又は事後当社に償還を請求できるものとする。

（11）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社では、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、一切関

係を持たず、経済的な利益を供与せず、また違法・不当な要求に毅然として応じないことを
基本姿勢とする。これを実現するために、社内において周知徹底を図るとともに、所轄警察
署、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会および弁護士等の外部専門機関との連
携を図るものとする。
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７．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社における主な「業務の適正を確保するための体制の運用状況」の概要は、次のとおりで

す。

（1）当社は、取締役会を15回開催し、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執
行の適法性を高めるため、社外取締役が常時出席いたしました。

（2）取締役および使用人へのコンプライアンスの理解と意識の向上を図るため、コンプライア
ンス研修を実施いたしました。

（3）監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社の代表取
締役と適宜意見の交換を実施しております。

（4）内部監査担当者は、内部監査計画に基づき、子会社を含めた全部門における法令、定款お
よび社内規程の遵守状況等の監査を実施いたしました。

（5）取締役は、当社における重大な法令違反その他法令および社内規程の違反に関する重要な
事実を発見した場合には、直ちに常勤監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会およ
び監査役会において報告することとしておりますが、当事業年度における当該報告はなか
ったことを確認しております。

（6）当社は、取引先との契約書に反社会的勢力排除に関する条項を盛り込むとともに、新規取
引先に対して反社会的勢力への該当の有無を調査する等、反社会的勢力の排除に努めてお
ります。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 5,661,360 流 動 負 債 2,379,052

現 金 及 び 預 金 4,368,673 買 掛 金 471
売 掛 金 1,203,711 一年内返済予定の長期借入金 67,104
そ の 他 88,975 未 払 金 1,195,158

固 定 資 産 1,093,585 未 払 法 人 税 等 464,140
有 形 固 定 資 産 560,778 未 払 消 費 税 等 145,500
建 物 461,630 ポ イ ン ト 引 当 金 382,770
工 具、 器具及び備品 62,297 そ の 他 123,906
土 地 36,849 固 定 負 債 280,136

無 形 固 定 資 産 5,069 長 期 借 入 金 220,136
商 標 権 335 預 り 保 証 金 60,000
ソ フ ト ウ ェ ア 4,734 負 債 合 計 2,659,188

投 資 そ の他の資産 527,738 （純資産の部）
敷 金 保 証 金 191,714 株 主 資 本 4,095,757
繰 延 税 金 資 産 335,565 資 本 金 961,631
そ の 他 457 資 本 剰 余 金 980,984

利 益 剰 余 金 2,411,014
自 己 株 式 △257,872
純 資 産 合 計 4,095,757

資 産 合 計 6,754,946 負債・純資産合計 6,754,946
（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（ 自 2024年４月１ 日）至 2025年３月31 日
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 13,796,280
売 上 原 価 715,669

売 上 総 利 益 13,080,610
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,068,311

営 業 利 益 2,012,299
営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,109
助 成 金 収 入 6,445
講 演 料 1,145
ポ イ ン ト 還 元 収 入 2,097
業 務 受 託 料 1,085
消 費 税 差 額 等 40
そ の 他 61 12,985

営 業 外 費 用
支 払 利 息 2,172
支 払 手 数 料 672
株 式 報 酬 費 用 163,397
為 替 差 損 399
そ の 他 50 166,692
経 常 利 益 1,858,593

特 別 利 益
負 の の れ ん 発 生 益 136
新 株 予 約 権 戻 入 益 1,000 1,136

特 別 損 失
臨 時 損 失 155,981 155,981

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,703,748
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 631,063
法 人 税 等 調 整 額 △4,811 626,251
当 期 純 利 益 1,077,496
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,077,496
（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2024年４月１日から）2025年３月31日まで

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 877,012 896,365 1,480,286 − 3,253,664
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △146,768 △146,768
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,077,496 1,077,496

譲渡制限付株式報酬 84,618 84,618 169,237
自 己 株 式 の 取 得 △257,872 △257,872
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 84,618 84,618 930,728 △257,872 842,093
当 期 末 残 高 961,631 980,984 2,411,014 △257,872 4,095,757

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計
当 期 首 残 高 1,000 3,254,664
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △146,768
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,077,496

譲渡制限付株式報酬 169,237
自 己 株 式 の 取 得 △257,872
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △1,000 △1,000

連結会計年度中の変動額合計 △1,000 841,093
当 期 末 残 高 − 4,095,757
（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 3社
連結子会社の名称 株式会社A Inc.

株式会社B Inc.
株式会社C Inc.

２．連結の範囲の変更に関する事項
当連結会計年度において、株式会社C Inc.の全株式を取得したことに伴い、連結の範囲に
含めております。

３．会計方針に係る事項
（1）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産……………定率法を採用しております。但し、2016年４月１日以降に取

得した建物附属設備については、定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年〜38年
建物附属設備 ６年〜15年
工具、器具及び備品 ５年〜15年

② 無形固定資産……………定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
を採用しています。

（2）引当金の計上基準
貸倒引当金…………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に
回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ポイント引当金……………ユーザーに対して付与したポイントの利用によるギフト券等の
交換費用に備えるため、当連結会計年度末において将来利用さ
れると見込まれる額を計上しております。
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（3）収益及び費用の計上基準
jigブラウザ及びオープンデータプラットフォームに係る収益は主に顧客との契約に基づい

てサービスを提供する履行義務を負っております。当該サービス契約は一定の期間にわたり
履行義務を充足する取引であり、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しておりま
す。
ふわっち及びIchigoJamに係る収益は顧客との販売契約に基づいてサービスを引き渡す履

行義務を負っております。当該履行義務はサービスを引き渡す一時点において顧客が当該サ
ービスに対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。

４．収益認識に関する注記
（1）収益の分解

当社グループは、一般消費者向け関連事業及び自治体向け・企業向け関連事業を営んでお
ります。また、各事業の売上高は13,773,583千円及び22,696千円であります。

（2）収益を理解するための基礎となる情報
「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等」の「収益及び費用の
計上基準」に記載のとおりであります。

５．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月
28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用してお
ります。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022

年改正会計基準第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会
計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正
適用指針」という。）第65−２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。
なお、当該会計基準の適用が連結計算書類に与える影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる

場合の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用
指針を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による前連
結会計年度の連結計算書類に与える影響はありません。
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６．表示方法の変更に関する注記
該当事項はありません。

７．会計上の見積りに関する注記
（1）連結計算書類に計上した金額

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であっ
て、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のと
おりです。
繰延税金資産 335,565千円

（2）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
繰延税金資産の認識は、主に当社及び子会社である株式会社A Inc.で提供しているサービ

ス「ふわっち」の動画配信ユーザー数や動画視聴ユーザー数及び課金ユーザー数等に関する
仮定を前提とした事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っておりま
す。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があ
り、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連
結計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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８．連結貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産及び担保に係る債務
① 担保に供している資産

建物 379,072千円
土地 36,849千円

② 担保に係る債務
長期借入金（１年以内返済予定を含む） 287,240千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 64,027千円

９．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 42,568,400株
（2）当連結会計年度末における自己株式の種類及び総数

普通株式 900,000株
（3）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額

決議
株式の
種類

配当金の総
額（円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年６月25日
定時株主総会

普通
株式

146,768,460 3.49
2024年
３月31日

2024年
６月26日

利益剰余金

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
2025年６月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次
のとおり付議いたします。

決議
株式の
種類

配当金の総
額（円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年６月25日
定時株主総会

普通
株式

107,921,156 2.59
2025年
３月31日

2025年
６月26日

利益剰余金

（4）当連結会計年度の末日の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）
の目的となる株式の種類及び数
該当事項はありません。
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１0．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

当社グループは、必要な資金は自己資金で賄っております。一時的な余資につきましては
普通預金で保有しております。
売掛金に係る顧客の信用リスクは、債権管理規程に従い、主要な取引先の状況を定期的に

モニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化によ
る回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、現金は注記を省略しており、預金、売掛金、未払金、未払法人
税等、未払消費税等及び預り金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似すること
から、注記を省略しております。

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

敷金保証金（※１） 191,714 189,845 △1,868
長期借入金（※２） 287,240 284,640 △2,599
※１. 一年内回収予定の敷金保証金を含めております。
※２. 一年内返済予定の長期借入金を含めております。

注．時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算

定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用

いて算定した時価
レベル3 の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン
プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時
価を分類しております。
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敷金保証金
これらの時価は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等の利率を基に、割引現在

価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り

引いて算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。

１１．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 98円29銭
（2）１株当たり当期純利益 25円69銭

１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。
親会社株主に帰属する当期純利益 1,077,496千円
普通株主に帰属しない金額 −円
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 1,077,496千円
普通株式の期中平均株式数 41,938,973株

１２．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（2025年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 1,920,621 流 動 負 債 354,527

現 金 及 び 預 金 1,433,175 ポ イ ン ト 引 当 金 407
売 掛 金 301,620 一年内返済予定の長期借入金 67,104
立 替 金 146,706 未 払 金 137,795
そ の 他 39,119 未 払 費 用 116,394

固 定 資 産 1,207,198 未 払 法 人 税 等 23,086
有 形 固 定 資 産 560,743 未 払 消 費 税 等 3,143
建 物 461,630 そ の 他 6,595
工 具、 器具及び備品 62,263 固 定 負 債 220,136
土 地 36,849 長 期 借 入 金 220,136

無 形 固 定 資 産 3,418 負 債 合 計 574,663
商 標 権 335 （純資産の部）
ソ フ ト ウ ェ ア 3,083 株 主 資 本 2,553,156

投 資 そ の他の資産 643,037 資 本 金 961,631
関 係 会 社 株 式 412,253 資 本 剰 余 金 980,984
敷 金 保 証 金 68,714 資 本 準 備 金 929,381
関係会社長期貸付金 110,354 そ の 他 資 本 剰 余 金 51,603
繰 延 税 金 資 産 140,997 利 益 剰 余 金 868,412
そ の 他 457 そ の 他 利 益 剰 余 金 868,412
貸 倒 引 当 金 △89,740 繰 越 利 益 剰 余 金 868,412

自 己 株 式 △257,872
純 資 産 合 計 2,553,156

資 産 合 計 3,127,820 負債・純資産合計 3,127,820
（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（自2024年４月 １ 日）至2025年３月 31 日
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 1,095,473
売 上 原 価 77,717

売 上 総 利 益 1,017,755
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 720,691

営 業 利 益 297,063
営 業 外 収 益

受 取 利 息 999
受 取 家 賃 26,280
助 成 金 収 入 6,445
そ の 他 653 34,379

営 業 外 費 用
支 払 利 息 2,131
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 22,833
支 払 手 数 料 672
株 式 報 酬 費 用 163,397
そ の 他 112 189,147
経 常 利 益 142,295

特 別 利 益
新 株 予 約 権 戻 入 益 1,000 1,000

税 引 前 当 期 純 利 益 143,295
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 60,165
法 人 税 等 調 整 額 30,645 90,811
当 期 純 利 益 52,484
（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2024年４月１日から）2025年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利益剰余金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

その他利益剰余金
繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 877,012 844,762 51,603 896,365 962,696
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △146,768
当 期 純 利 益 52,484
譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 84,618 84,618 84,618
自 己 株 式 の 取 得
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額）

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 84,618 84,618 − 84,618 △94,283
当 期 末 残 高 961,631 929,381 51,603 980,984 868,412

株 主 資 本
新株予約権 純資産合計利益剰余金

自 己 株 式 株主資本合計
利益剰余金合計

当 期 首 残 高 962,696 − 2,736,074 1,000 2,737,074
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △146,768 △146,768 △146,768
当 期 純 利 益 52,484 52,484 52,484
譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 169,237 169,237
自 己 株 式 の 取 得 △257,872 △257,872 △257,872
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額） △1,000 △1,000

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △94,283 △257,872 △182,918 △1,000 △183,918
当 期 末 残 高 868,412 △257,872 2,553,156 − 2,553,156
（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式………………移動平均法による原価法

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産……定率法を採用しております。但し、2016年４月１日以降に取得した建

物附属設備については、定額法を採用しています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年〜38年
建物附属設備 ６年〜15年
工具、器具及び備品 ５年〜15年

② 無形固定資産……定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては
社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しています。

（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金……… 売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② ポイント引当金… ユーザーに対して付与したポイントの利用によるギフト券等の交換費
用に備えるため、当事業年度末において将来利用されると見込まれる
額を計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準
jigブラウザ、経営指導料及び管理業務受託に係る収益は、顧客との契約に基づいてサービ

スを提供する履行義務を負っております。当該サービス契約は、一定の期間にわたり履行義
務を充足する取引であり、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。
当社は子会社とのライセンス契約によって、当社の保有する知的財産を使用する権利を子

会社に提供しております。当該ライセンスの供与により、当社の子会社が権利を有している
知的財産に著しく影響を与える活動を当社が行うことは契約により定められておらず、また
当社の子会社により合理的に期待されてもいないと想定されます。さらに、当社の活動は当
社の子会社が権利を有している知的財産に直接的に影響を与えないと考えられます。そのた
め、知的財産を使用する権利（使用権）として、子会社がライセンスを使用してライセンス
から便益を享受できるようになった時点で収益（ライセンス収入）を認識しております。
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２．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月
28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しておりま
す。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022

年改正会計基準第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会
計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正
適用指針」という。）第65−２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。
なお、当該会計方針の変更による計算書類に与える影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記
（1）計算書類に計上した金額

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌
事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
関係会社株式 412,253千円
繰延税金資産 140,997千円

（2）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
（関係会社株式）

関係会社株式の評価は、原価法を採用しております。実質価額が著しく低下した場合の
関係会社株式に対する評価については、事業計画をもとに実質価額の回復可能性を検討し
ておりますが、将来の予測不能な事業環境の著しい悪化等により見積りに用いた仮定が変
化し、当該関係会社の経営成績及び財政状態がさらに悪化した場合、翌事業年度の計算書
類において、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。

（繰延税金資産）
繰延税金資産の認識は、主に当社及び子会社である㈱A Inc.で提供しているサービス

「ふわっち」の動画配信ユーザー数や動画視聴ユーザー数及び課金ユーザー数等に関する
仮定を前提とした事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っておりま
す。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があ
り、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算
書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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４．収益認識に関する注記
（収益を理解するための基礎となる情報）
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとお
りであります。

５．貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産及び担保に係る債務
① 担保に供している資産

建物 379,072千円
土地 36,849千円

② 担保に係る債務
長期借入金（１年以内返済予定を含む） 287,240千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 64,027千円
（3）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 451,721千円
短期金銭債務 1,518千円

６．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 1,067,519千円

営業取引以外の取引による取引高 26,363千円
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７．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 900,000株

８．税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
減価償却超過額 3,799千円
未払賞与 8,049千円
税務上の繰延資産 2,007千円
未払法定福利費 1,297千円
貸倒引当金 28,142千円
未払事業税 3,108千円
繰越欠損金 101,354千円
フリーレント家賃 10,621千円
株式報酬費用 49,178千円
その他 5,485千円

繰延税金資産小計 213,044千円
評価性引当額 △72,046千円
繰延税金資産合計 140,997千円
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９．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

（単位：千円）

種 類 会社等の
名称

議決権等
の所有

（被所有）
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 株式会社
A Inc.

所有
直接100％

資金の援助
事務所の賃貸
役員の兼任
ライセンス契約
業務の受託
経営指導

家賃の受取
（注1） 25,680 未収入金 7,062

ライセンス料の
受取（注2） 961,584 売掛金 270,740

管理業務委託費の
受取（注3） 49,440 売掛金 13,596

経営指導料の
受取（注4） 47,640 売掛金 13,101

子会社債務の
支払代行等（注5） 398,731 立替金 127,693

子会社 株式会社
B Inc.

所有
直接100％ 資金の援助 資金の貸付

（注6） 28,000 長期貸付金 100,354

取引条件および取引条件の決定方針等
（注１）家賃については、市場の実勢価格を勘案して決定しております。
（注２）ライセンス料は、当社が保有する著作物の利用に対する対価であります。

取引価格については、市場の実勢価格を勘案して価格を決定しております。
（注３）管理業務受託の金額は、管理に係わる業務内容に基づき交渉の上決定しております。
（注４）経営指導料は、会社全般に係わる業務内容に基づき交渉の上決定しております。
（注５）子会社債務の支払代行については、経費等の支払代行を行ったものであります。
（注６）株式会社B Inc.への関係会社長期貸付金100,354千円については、89,740千円の貸倒引当金を計上し

ております。

10．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 61円27銭
（2）１株当たり当期純利益 1円25銭

11．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2025年５月19日
株式会社jig.jp
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 島津 慎一郎 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 尾 形 隆 紀 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社jig.jpの2024年４月１日から2025年３月31日までの連結会計

年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行
った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社jig.jp

及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結

計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

2025年05月22日 23時20分 $FOLDER; 48ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 48 ―

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業
の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するた
めに、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許
容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年５月19日

株式会社jig.jp
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 島津 慎一郎 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 尾 形 隆 紀 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社jig.jpの2024年４月１日から2025年３月31日までの第

22期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以
下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等

に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書

類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許
容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査役会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第22期事業年度における取締役の職務の執

行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報
告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査担当その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務
及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意
思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当
該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況について、取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明い
たしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備し
ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め

ます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま

せん。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス

テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年5月21日
株式会社jig.jp 監査役会
常勤社外監査役 葛 西 倫 子 ㊞
社 外 監 査 役 豊 島 絵 ㊞
社 外 監 査 役 上 杉 昌 隆 ㊞
社 外 監 査 役 上 松 恵 理 子 ㊞

以 上
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株主総会会場ご案内図
会　場

株主様へのお願い

JR線
「新日本橋」駅 地下道直結　地下道を東京メトロ［三越前駅］方面へ移動

東京メトロ　　銀座線・　半蔵門線
「三越前」駅 直結　三越方面改札側 COREDO室町１

交通のご案内

東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号　TEL 03-5200-3210
※昨年と総会会場が変更となっておりますので、ご注意ください。　

COREDO室町１（コレド室町１）日本橋三井ホール

日本銀行本店
日本橋
三井タワー

YUITO

三井住友
信託銀行
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首都高速都心環状線

東京メトロ半蔵門線三越前駅
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三
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駅

ＪＲ線 新日本橋駅
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神
田

中
央
通
り

至 東京 至 錦糸町

至 錦糸町

江戸通り

三越本店

COREDO
室町２

COREDO
室町テラス

COREDO
室町３

三菱UFJ
銀行

三越新館

COREDO室町１
日本橋三井ホール

首
都
高
速
１
号
上
野
線

JR線「新日本橋」駅方面

改札

改札

東京メトロ　半蔵門線「三越前」駅方面

A7出口

銀座線「三越前」駅からのご案内図

日本橋
三井
タワー

三井住友
信託銀行

A10出口

YUITO

A6出口

エスカレーターで4階まで
お上がりください

入
口三越方面改札

COREDO
室町1

三越本店

●お車でのご来場はご遠慮くださいますよ
うお願い申し上げます。

●受付の際、場合によりましては、身分証
明書のご提示をお願いすることもありま
すので、予めご了承ください。
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